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８ 脱炭素化の推進方針 

 

 ・ 道では、2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカー

ボン北海道」の実現をめざし、北海道地球温暖化防止条例（通称：ゼロカー

ボン北海道推進条例）を改定（R5.4 施行予定）したほか、「ゼロカーボン北

海道推進計画」を策定し、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比

で 48％削減する中間目標を掲げ、地球温暖化対策に総合的に取り組んでい

る。 
 
 ・ このため公共施設等の長寿命化、維持管理・更新など本計画の推進におい

ても、施設や設備の省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入など「ゼ

ロカーボン北海道」の実現に向け積極的に取り組むものとする。 

 


